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【 代 表 課 】 

選挙課  ０４８－８２９－１７７３（直通電話番号） 

（各事業のお問い合わせ先がご不明の場合には、上記代表課にてご確認ください。） 
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事務事業総点検<改革のカルテ>
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1 選挙管理委員会運営事業 選挙管理委員会運営事業 15,020 C 1 1 2

　市及び10区の選挙管理委員会の選挙人名簿の登録、選
挙の管理執行等の委員会開催運営に要する経費です。
　また、政令指定都市の選挙管理委員会で組織する連合会
に係る経費及びⅠＴ化など事務改善を図るための研究に要
する経費も含んでいます。

ク

（地方自治法186条より）選挙管理委員会は、法律又はこれ
に基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体
が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を
管理するために必要な経費であるが、必要経費となる選挙
人名簿用紙代や事務用品等の購入単価など、随時見直し
を行っていく。

3.6 1 1 選挙課 オ-8

2 選挙管理委員会運営事業 選挙管理委員会委員報酬 34,410 C 1 1 1
市及び10区の選挙管理委員会の委員長、委員、補充員の
報酬です。

ク

（地方自治法186条より）選挙管理委員会は、法律又はこれ
に基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体
が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を
管理するために必要な組織であるが、報酬については、随
時見直しを行っていく。

1 選挙課 ケ

3 常時啓発事業 常時啓発事業 3,694 C 1 2
　公職選挙法第６条による選挙の啓発について、街頭での
啓発活動、選挙啓発ポスター及び選挙啓発標語の募集等
を通じて、有権者の政治意識の高揚を図っていく事業です。

オ

　公職選挙法第6条により、市の選挙管理委員会は選挙が
公明かつ適正に行われるよう常にあらゆる機会を通じて選
挙人の政治常識の向上に努める必要がある。
　事務や啓発活動、また明推協や財団等の協働面のあり方
を再検討する。

3.6 1 1 選挙課 オ-9

4 参議院議員通常選挙費 参議院議員通常選挙費 412,177 A 1 2
任期満了（満了日：平成２２年７月２５日）に伴う参議院議員
通常選挙に係る経費です。

オ
当該選挙を執行するために、必要不可欠な経費である。
しかし国からの執行委託金の大幅な縮減にも関連し、今年
度の状況を踏まえ経費削減をする。

14.3 1 選挙課 オ-10

5
県議会議員・市議会議員一般
選挙費

県議会議員・市議会議員一般
選挙費

98,807 A 1 2
任期満了（平成２３年４月）に伴う埼玉県議会議員及び、さ
いたま市議会議員一般選挙に係る準備経費です。

オ
当該選挙を執行するために、必要不可欠な経費である。
しかし国同様県からの執行委託金の大幅な縮減にも関連
し、今年度の状況を踏まえ経費削減をする。

14.3 1 選挙課 オ-10

6
馬宮土地改良区総代総選挙
費

馬宮土地改良区総代総選挙
費

166 A 1 1
任期満了（満了日：平成２３年１月３０日）に伴う馬宮土地改
良区総代総選挙に係る経費です。

オ
当該選挙を執行するために、必要不可欠な経費である。
事務内容を見直し経費削減策に努める。

0.2 1 選挙課 オ-9

担当局　　　選挙管理委員会事務局　　　

行革本部
の見解

担当課

提出調書職員数

通番 事務事業名

見直しの方向性見直しの判断基準（メルクマール）

事業の概要
（目的・内容）

事業名
H22年度
予算額
（千円単位）

事
業
類
型

実
施
方
法

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。256


